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第３次福山市上下水道事業経営審議会（第１回）議事録 

 

１ 日  時  ２０２１年（令和３年）３月１６日（火） 

        ９時から１１時４５分まで 

 

２ 場  所  中津原浄水場 水質管理センター２階会議室 

 

３ 出席委員  ８人（委員総数 １０人） 

        小川 智弘 

        小田 直子（副会長） 

        客本 牧子 

        日下 真吾 

        佐藤 彰三 

        堤  行彦（会長） 

        角田 千鶴 

        橋本 哲之 

       （※名前は五十音順） 

 

４ 傍 聴 人  ０人 

 

５ 次  第 

 （１）開会 

 （２）任免通知書の交付 

 （３）上下水道事業管理者挨拶 

 （４）審議会委員自己紹介 

    上下水道局職員自己紹介 

 （５）議事 

   ①会長及び副会長の互選 

   ②諮問 

   ③審議会の目的及びスケジュールについて 

   ④上下水道事業の経営状況と取組について 

   ⑤福山市上下水道事業中長期ビジョン(経営戦略)前期実施計画の実績報告 

について 

   ⑥福山市上下水道事業中長期ビジョン(経営戦略)の見直しなどの考え方につい 

    て 

 （６）閉会 

 

６ 配布資料 

  ・第３次福山市上下水道事業経営審議会（第１回）次第 

  ・福山市上下水道事業経営審議会委員及び上下水道局職員出席者名簿 

  ・配席図 
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  ・諮問書（写）「福山市上下水道事業中長期ビジョン(経営戦略)の見直し及び後期  

 実施計画の策定について」 

  ・審議会の目的及びスケジュール 

  ・上下水道事業の経営状況と取組について 

  ・福山市上下水道事業中長期ビジョン(経営戦略)前期実施計画の実績 

  ・福山市上下水道事業中長期ビジョン(経営戦略)の見直しなどの考え方について 

  ・福山市上下水道事業経営審議会条例 

 

７ 議事録 

 （１）会長及び副会長の互選 

    会長及び副会長の互選について，立候補者がなかったため，事務局案として会

長に堤 行彦委員，副会長に小田直子委員を推薦した。特に異議もなく全員が了

承し，会長に堤 行彦委員，副会長に小田直子委員が就任した。 

 

 （２）諮問 

    渡邉上下水道事業管理者から堤会長へ諮問書「福山市上下水道事業中長期ビジ

ョン(経営戦略)の見直し及び後期実施計画の策定について」を提出した。 

    その後，事務局から諮問内容を説明した。 

     

（３）審議会の目的及びスケジュールについて 

   事務局から審議会の目的及びスケジュールを説明した。 

 

（４）上下水道事業の経営状況と取組について 

事務局から上下水道事業の経営状況と取組について説明した。 

   その後，次の内容の質疑が行われた。 

     

会 長  水道事業のところから順番に何かあれば。 

     ポイントは実績が予測と乖離しているというところだと思う。 

     後期計画につなげていくという意味で何かあれば。 

委 員  コロナ禍という中で大変厳しい方がたくさんおられる。社会福祉協議

会にも融資の相談にたくさん来られる。そういった中で今回の水道料金

の見直しを据え置くということは大変良いことだと思う。 

     質問ですが，水道事業の給水世帯数が３ページにあって，５ページに

も戸数がある。戸数が若干違うが，この給水戸数の違いは何か。 

事務局  ３ページの給水世帯の数は，住民基本台帳をベースに算定した世帯数で

ある。一方５ページの戸数は工場，事業所等を含んだ実際に水道料金を請

求している戸数。それで差が出ている。 

   委 員  わかりました。戸数が伸びているが，それは単身化とか世帯分離という

要因で伸びているのはよくわかるが，この戸数の中で，空き家の割合は把

握されているのか。空き家がどんどん増えており，この戸数にはカウント

されているが，実質使っていない・水道をとめていないという戸数がここ
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数年増えていると認識していますので，この戸数の伸びを楽観的にみてい

ると見込を見誤る可能性があると思うので，空き家の割合をどのように把

握されているのか。 

   事務局  検針をして水量が０㎥であっても基本料金は発生するので，お金をいた

だいている限りは止めることもありません。ただ，水量が０㎥でお金が入

らないという状況が続けば，その家庭に連絡をとったりしますので，そう

なれば実態を把握する可能性も出てまいりますが，積極的に空き家を把握

することはできていないと思う。 

   委 員  空き家は若干水を使うというのはありますが，といってもほとんど使わ

ない状況がありますのでその辺の状況把握がいるのかなと思う。 

   会 長  空き家の比率は…市全体のものはある？ 

   事務局  あります。空き家の戸数とかは出ている。 

   会 長  そうすると，この数字の内どれくらいが水道料金収入につながらない空

き家かといったことが出てくる？ 

   事務局  と思いますし，先ほど委員が言われたように，そういったこともデータ

の中に入れて予測をしていかないといけないと思いました。 

   会 長  これから空き家が増えていくでしょうし，戸数も増えていく。将来予測

をするといった意味では，おさえられる範囲でおさえた方がよいかと思う。 

        戸数が増えて１戸あたりの使用量が減っているということは，１戸あた

りの住んでいる人数が減っていっているということを意味しているのか。 

   事務局 それは間違いなく，住民基本台帳上の世帯にしめる人数の割合というのは

減ってきている。 

   会 長  そうすると１人あたり，１戸あたり使用量が減っているということです

か？ 

   事務局  はい。 

   会 長  一方で，全体の水量は大きく変わってないですよね。 

   事務局  そうですね。 

   会 長  １人あたりの使用量は減っていっているんでしょうか。全国的には減っ

ていっていると言われるんですけど，これだけをみるとあまり減ってない

ような気がします。今後それを予測として考えなくていいのか，というと

ころだけなんですけど，少しご検討していただけたら。 

   事務局  １戸あたりの使用水量は，核家族化とかアパートが増えて減っている。

ただ，総水量はあまり減っていない。福山市の特徴で言えば，事業所がよ

く使っていただいている。前回の第２次の際に答申いただいたんですが，

従量料金制であるため，１戸あたりの量が少なければ全体収入が下がる。

たくさん使っていただければ増えるんですけど。また，福山市には大手の

企業もいらっしゃいますのでその使用状況によって給水収益が左右される

場合もある。その辺りも今後の予測の中で考えていきたい。 

   会 長  何でも結構ですのでほかには。 

   委 員  １５ページの耐用年数で更新する場合と使用年数基準で更新する場合と

の比較で，随分お金が削減できると思うのですが，逆にデメリットという
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か，いいことばかりではないと思うので，使用年数基準で更新した場合の

デメリットというのを教えていただきたい。 

   事務局  耐用年数で更新する場合，法定耐用年数と申しまして，全国的にこの年

数が来たら更新しましょうという一定の基準がある。それだけでやってい

るとかなり高額な経費が単年度で必要になってくる。それをなんとか延ば

したいということで用いたのが使用年数基準であり，算定するにあたって

は福山市だけのデータだけでなく，他市町で同じ管種であるとか口径とい

ったデータを蓄積していって使用年数基準を決めたが，運用開始から 5 年

たった。今回のビジョンの見直しに合わせて，使用年数基準が妥当だった

か。管路の使用年数を長くしたのがよかったのか，機械設備や電気設備の

使用年数を長くしたのが妥当だったのか，など使用年数基準を検証しよう

と思っている。例えばもう少し早く更新しないといけないのがわかれば直

していく。デメリットまで出そろっているわけではないですが，使用年数

基準の設定などが妥当だったかどうかというのを検証していきたいと思っ

ている。 

   委 員  先延ばしじゃないですけど，一番心配なのは，子供たちとか次世代へ負

担が先延ばしされてしまうということなので，そういうことを検証してい

ただけたら。 

   会 長  これから検証されるということで，管路・機械設備・電気設備など個別

で見直しされていくということですので，その辺をふまえたアセットマネ

ジメントというか将来予測を念頭においてやっていただくことが必要かと

思う。管路であれば，その埋まっている土壌の状況によっても腐食度合い

が違うであるとか状況の違いがあって一律にどれぐらいというのがなかな

か難しいですが，できることは検討してシミュレーションというかアセッ

トマネジメントをもう一度検討していくことが必要だと思う。 

   委 員  今質問があったアセットマネジメントの関係で減価償却との関係はどう

なっているんですか。 

   事務局  減価償却との関係で言いますと，アセットマネジメントで関わってくる

のは建設改良費。投資が先延ばしというか平準化ということになれば減価

償却費も発生するのが遅れてくるというか少なくなるということになるか

と思う。 

   委 員  すでに整備済のものは耐用年数で減価償却されているんですよね。それ

と実際更新するのを遅らせるということですよね。そうするとギャップが

生まれないですか。そこは経理上どうですか。 

   事務局  あくまでも減価償却費の発生というのは過去に投資したものが分割され

て経費にあがってくるということになる。今は何十年も前にやったものが

積みあがって償却しているということになっているが，今後アセット(マネ

ジメント)で少しずつ投資を遅らせてというか更新時期を延ばして平準化し

ていくということになると，投資した時点から減価償却費が発生するとい

うことになる。現実的には，例えば今年配水管を布設しました，法定耐用

年数は４０年なので減価償却費は４０年間かけて発生するという形になる
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が，ただ，使用年数としては６０年使うということになった時には，残り

２０年間は，経費は発生しないが，使用し続けるという経理処理と実態と

の差がでてくるかなと思う。 

   委 員  将来的にはそうなんでしょう。現状で耐用年数の間，減価償却していて

資金がないといけないのが，今整備していないのに資金がなくなっている

ということがあったら大変ですよね。将来的には整備したところから減価

償却が発生する。今すでに減価償却をしていたもので内部留保になってい

るはずのものがなかったら大変だと。 

   事務局  もちろんそうですね。 

   委 員  そこは，ずれているということで思っておけばいいんですよね。 

   事務局  はい。 

   委 員  ３ページなんですけど，配水量のところで言われたと思うんですが，漏

水が少なかったと説明をいただいたと思うんですが，理解ができなかった

のでもう少し詳しく説明していただきたい。 

   事務局  配水量というのは，中津原浄水場から各家庭に水を配るわけなんですけ

ど，有収水量というのは配った水のうち水道料金になったものです。配水

量と有収水量がイコールだとすごく健全経営ということになるんです。配

った水が全部料金に反映される場合が，有収率１００％となるがそれが理

想です。ただし，水を配る過程でいいますと中津原浄水場から松永エリア，

駅家エリアというところへ送るんですが，その途中で管路が壊れていてそ

こから水が漏水したりしていると水が届かない，ということになると配っ

ている水に対してお金になる水の量がどんどん減っていく。それを我々が

計画的な更新をすることで年間の漏水する件数が減る，すると無駄な水が

なくなるので有収水量が増えて水道料金に反映される有収率が高くなる，

効率的な経営につながるという説明をさせていただいた。 

   委 員  わかりました。漏水については少なかったということなんですが，計画

的にどこが漏水しているかっていうのがわかりやすくなったのか，それと

も調べる方法としては，より精度が高くなったと理解してよろしいですか。 

   事務局  具体的に事業で申しますと，６ページの配水管整備事業（八次分），これ

が５か年の計画に基づいてやっている。これがいわゆる耐震化，老朽化対

策で管路の更新をどんどんやっている。当然これをやるにあたっては，無

作為にやるのではなく，実際耐用年数がきたもの，使用年数基準まで延ば

せるもの，あるいはこれまでの工事の修繕履歴をみて，ここは弱いだろう

というところの予測に基づいて施工するなど，経費を効率的に使いたいと

いうのもあるんですけど，漏水発生路線をピンポイントで更新するなど無

駄がない更新を行うよう取り組んでいる。その結果，昨年は，有収率が上

がるという良い結果につながったんですが，それが毎年すぐに数字に表れ

るかどうか明確のものはないんですが，意識して取り組んでいる。 

   会 長  ほかに何か。 

   委 員  １世帯あたりの使用量の話なんですけど，今年コロナになって個人的に

はすごく家で水を使う量が増えた。手を洗う量が増えた，うがいする量が
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増えた，すぐに水拭きしよう，おそらく皆さんも一緒だと思うが，劇的な

変化が起きている。これが，今後も続くのか，今年令和２年度だけの特殊

な事例なのか，３月も半ばを過ぎ，その後の決算で分析をしてそれが続く

のであれば，予測の乖離という部分もふまえて修正していかなければなら

ない，後期の計画も修正していかないといけないのかなと思います。生活

様式は家庭においては変わったのかなと。また，企業においても去年は動

いていない企業がかなり多いので，令和２年については特殊とみるのか，

今後も継続していくのか検証していかないといけないのかなと思う。 

   事務局  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水道料金等の影響についてのお

尋ねだと思う。今年度はまだ決算が終わっておりませんが，水道料金につ

いては影響がかなり出るものと見込んでいる。特に非常事態宣言下の４月，

５月を中心に一般家庭を中心とした生活用水の水量というのは増加傾向で

ありました。一方，業務・営業用，工場・事業所の水量は大幅に落ち込み

がみられました。しかし，２月末時点における比較では，前年度の水準近

くまで持ち直しているのが現状です。このまま決算を迎えた時に，対前年

度でどのくらい回復できるかわかりませんが，ある程度まで回復して決算

を迎えると思っている。ただ，現時点では新年度以降がどういう傾向にな

るかは不透明であると考えている。 

 会 長  ほかに何かありますか。 

 委 員  資料３５ページの広域連携ですが，今日改めて全体的な経営状況の説明

を受けて，福山市は危機感を持って経営健全化を進められてきているとい

うのが大変よくわかった。資料の最後でも市民の方も事業の重要性を理解

されていないということで現状を整理をされていますが、本当にまじめに

経営に取り組まれていますので，もっとどうやったら市民の皆さんにわか

っていただけるかっていうのはいろいろあると思うんですけど，県の進め

ている連携協議会には入らないということで，「統合以外の連携」を選択し

たという中で，一番下の「広域的に連携することは，経営基盤の強化のた

めに重要であると考えており，今後は「企業団」や他事業体との効果的な

事業連携を検討・実践していく」とされていますけど，これはどういうこ

とを指しているんでしょうか。 

 事務局  県から各２１市町が今年度末までに，賛同するのか単独でいくのかの選

択をしようとしているところです。新聞報道等でみられた方もいらっしゃ

るかもわかりませんが，福山市は「統合以外の連携」を選択するというこ

とで回答させていただいている。現時点では県内すべての市町の意向とい

うのは示されてはおりません。県が我々に示しているスキームで申します

と，４月以降は，統合する市町は，統合に向けた協定を結ぶ。我々のよう

に「統合以外の連携」を選択した市町とは，その市町で構成する枠組みを

作って検討を進めていきたいということである。ただそれがどういう枠組

みか，何団体そこに入るかはわかっておりません。我々としては新たに設

立予定の「企業団」から福山市に対していろいろな連携のオファーがある

んだろうという風に考えております。具体的に申し上げますと，県用水と
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いうのが三原・尾道を通って福山に入っていますが，県用水と中津原から

送っている水の相互融通・相互連絡というのが，今回の２年間の議論の中

で検討項目にあがっていたので，おそらくそういったところを単独経営を

選択しても議論していく必要があると，広域的な連携としては有効な手段

だと思ってますので，今後，単独を選択したとしても，「企業団」，尾道市，

近隣の市町との連携というのはいろいろ考えることがあるだろうというこ

とでここへ掲げている。 

会 長  まだはっきりしていないということが１つの答えかなとは思うんですけ

れども，具体的な連携の中身ですね。 

委 員  福山市のようにしっかり経営感覚を持って事業をされているところが，

少し言い方は失礼なんですけど，いい加減に事業運営してきたところと一

緒になるよりも，お互いＷＩＮＷＩＮになるような連携のあり方を模索し

ていっていただきたい。 

会 長  水道においてポイントとなるところは，２次で検討したときのシミュレ

ーションの予測よりもかなり実績が上振れしているというところが大きな

ポイントです。そこの分析は，先ほどの話も含めて，あと人口もかなり差

があったということですので，当時は２０１３年の社人研の人口予測だっ

たんですけど，実際はもっと上振れして，今見直したのが出ていると思う

んですけれども，それと福山市さんが独自に人口の増を含めた検討をされ

ている数字，その辺は今後後期を見据える中でどういう風に見るかという

ところが１つのポイントになるかなと思う。これは，下水も同じだと思う。 

     あと，工業用水ですけれども，先ほど説明があって，８．９％下げられ

るということ，またその方向で進んでいくということでよかったですか。 

 特に工業用水の方はよろしいですか。 

     上下水道局の経営ということなんですけど，会計上は３つに区分して経

理されていますので，１つ１つになりますが。 

     あと下水道の方なんですけれども，経営内容のところで質問や確認など

ありますか。 

委 員  下水道は水道とは違うのは，２２ページに浸水対策事業というのがある。

水道の方にも洪水対策というのがあがっていますが，少し意味合いが違う

と思う。上水道の施設を災害から守るということで，下水道事業の場合は

施設を守るというよりは，市民生活全般を守ると。水道とは種類が違うよ

うな気がしている。この関係については，企業債残高にどう反映している

のか，企業債残高の中で，純粋に下水道事業にかかる部分と災害対策にか

かる部分と区分けが必要だと思うのですが，その辺はどうですか。 

事務局  先ほどの説明の中でも企業債残高の推移ということで，全体としては１

０００億円を超えているというところから，８３０億円まで圧縮できたと

いう説明をさせていただきました。委員からのご質問というのは，その中

に汚水事業もあれば，雨水事業，いわゆる浸水対策もある，しっかりと中

身を整理した方がいいということだと思う。別のスライドを用意しました

のでちょっと見ていただければと思うんですが，「下水道事業の企業債残高
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の雨水・汚水内訳」ということで少し整理をさせていただきました。折れ

線グラフにあるように全体の企業債残高は先ほどと同じですが，棒グラフ

の上段が汚水を利用する事業費に対する借金を示したものです。一方，棒

グラフの下段が雨水ということで，いわゆる浸水対策，市街地からの浸水

軽減のための費用を賄うために借金した雨水にかかる企業債ということで

ございます。汚水につきましては整備エリアが周辺部に移っていますので，

残高がだんだん減ってきている。一方雨水は，まだ顕著になっている訳で

はありませんけど，２０１８年は７月豪雨がございました。おそらくここ

から急に雨汚水の割合という意味で言いますと，雨水の企業債の残高が増

えていくのではないかと考えている。 

会 長  下水道もちょっとわかりづらくて，雨水の対策費用というのと，汚水処

理の事業に関わる費用というのを線引きして考えた方がわかりやすい，と

いうのが言われたところだと思いますが，というのが，雨水対策の部分は，

基本的には一般会計からということでよろしかったですかね，下水道使用

料から払っているわけではないと。汚水処理の費用は，下水道使用料をベ

ースに，その他，一般会計繰入の基準内，基準外という形。雨水の部分は

基本的には１００％一般会計からで，これは下水道使用料で賄うものでは

ないという考え方。だから汚水処理の方は下水道使用料で賄うということ

で，本来なら下水道も水道と同じように下水道使用料で，基準外の繰入は，

できれば０である方がいいという考え方になっていくはず。ですが，今回

は料金の改定の話ではありませんので，その辺は分けて考えていく方がわ

かりやすいかなと思う。 

委 員  そうすると雨水の償還するための経費を基準内繰入で，一般会計が負担

してくれているという理解でよいか。 

事務局  はい。 

会 長  汚水処理事業の中で基準外，基準内の繰入というのはどれくらいあるの

か。 

事務局  汚水処理についてですが，総務省の基準というのがあるんですけど，今

いただいている中では，総務省の基準には外れているが，経費の内容を鑑

みたとき，福山市全体の中で，繰出してもらうのが適当であろうという位

置づけになっているものです。資金がないとか，いわゆる赤字補填の繰入

金というものはございません。 

会 長  わかりました。基本的には，総務省が決めている基準内の繰入というこ

とで。 

事務局  正確には総務省の基準内と，総務省の基準内でないけれども，福山市の

中の位置づけとして基準内に相当する部分という形です。 

会 長  ほかに何か。また最後に論点を整理する中で何かあれば。 

 

【休 憩】 
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（５）福山市上下水道事業中長期ビジョン(経営戦略)前期実施計画の実績報告 

について 

（６）福山市上下水道事業中長期ビジョン(経営戦略)の見直しなどの考え方について 

 

事務局から（５）（６）について一括で説明した。 

   その後，次の内容の質疑が行われた。 

    

   会 長  何かご意見，ご質問ありますでしょうか。 

   委 員  前期実施計画の達成状況と事業費のところなんですが，概ね実施済とい

うのが多くていいことだとは思う。未実施が５事業あるんですが，未実施

というのはいろいろと理由があると思うんですが，どういったものが主な

ものなんでしょうか。 

   事務局  工事で実施できなかった事業が２事業ある。１つ目は，「水道の未給水地

区の整備」という目標があったのですが，当該年度で整備をするエリアが

なかったものですからこれを未実施としている。それから「工業用水道施

設の耐震化」というものが未実施ですが，これも当該年度に対象施設がな

かったということで未実施。あとは，「上下水道事業経営審議会の実施」こ

れも昨年実施がございませんでしたので未実施。あとは，研究にかかるも

のなんですけど，１つは，「下水熱等活用の推進」というものをあげている

んですが，研究が進まなかったというところと「国際貢献に係る研究」と

いう項目もあるんですけどこれも，実施することができなかったというこ

とで，この５つが未実施である。 

   会 長  ほかに何か。 

   委 員  どこの視点に入るのかわかりませんが，内水排除を中心にこれまで地域

にかなりお願いしてきた部分があったと思う。地域も高齢化ということで

十分な対応ができないといった状況もあるんじゃないかと思う。そういっ

たことは特に考えなくてもいいですかね。「抜本的な浸水対策」かどうかわ

かりませんが，大きな視点はたくさんあるのですけど日々，内水排除が一

番基本だろうと思うのですが。それがうまくまわっていかないような状況

になっていることがあると思うのですが，そういったことも考えていかな

いといけないと思うのですけど。 

   事務局  日々の内水排除について，ハード整備とかいったようなものが届かない

ところをどうしていくのかといった問合わせだと思うのですが。 

   委 員  ポンプ場とか樋門とか地元へ管理委託とかそういったことをしていると

思うのですが，今後も引き続き継続していけるのかどうなのか。さらに人

口も減っていく，地域ごとの力もなくなっている。ここらの対応も考えて

いかなくてはいけないのでは。 

   事務局  委員のおっしゃるとおりで，樋門とかポンプ場の維持管理なのですが，

地元の方とか土地改良区へお願いしている。そこもかなり高齢化しており

まして，今後そういったところをどういった形で委託をお願いしていくの

か，今後ずっと継続していかないといけないので，そのあたりは，中長期
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ビジョン（経営戦略）の見直しの検討と並行して，今でもどういった手法

が一番いいのか考えているところである。将来的に大きな範囲ですべてま

とめてどういったところへお願いした方がいいのかとか，浄水場の範囲と

あわせて委託していった方がいいのかといったことは考えているし，かな

り懸案事項でもあるので，どういった方法がとれるかといったことはしっ

かりと考えていきたいと思う。 

   会 長  後期実施計画の中でどのような取り入れ方をするかということは，少し

次回までに検討いただいて，日々やられていることだと思うのですが，ビ

ジョンの中に入れるかどうかというところをご議論いただいて整理いただ

ければと思う。 

       ほかには。 

   委 員  広聴広報のところで，視点２のところで「デジタル化の推進」というこ

とで，コロナ禍でオンラインとかデジタル分野で広く知れるようになった，

伝えることができるようになったということについては，いいところはあ

ると思うのですが，私のやっているいろいろな活動の中で，逆にデジタル

化することで情報が届かなくなっているという分野もあるかなと思ってい

る。メリットもあればデメリットもあるということもあって，後期の計画

の中で，広聴広報の部分でデジタル化によってプラスになるところとマイ

ナスになるところを改めて整理する必要があると思うが，そのあたりはど

う思われているか。 

   事務局  広報広聴に関わってのところでございますが，今年度はコロナ禍にあっ

てということで，なかなか未実施で広がりを見せられなかったということ

もあるが，我々の広報広聴戦略の中で，いわゆる地域からの依頼に応じて

出前講座の実施，あるいは，小学校等に対しての訪問授業，上下水道事業

の理念に関しての教育的な側面での部分で市民への理解度の促進というと

ころも含めて，ここのところは，そういう取組をベースにやりながら，新

しい生活様式の部分ということで，ＳＮＳを利用したような発信であると

か，チャットボットの形で広がりをつけたりとか，同時進行で広げていき

ながら，広報広聴のあり方を積極的に続けていきたいと考えている。 

   会 長  ほかにありますか。 

   委 員  会議冒頭のところで，第２次答申である料金の見直しについては，現下

の状況を鑑みて保留，見直さないということだが，中長期ビジョンの中に

は，経営戦略，投資・財政計画がある。これについては，見直ししないと

いう考え方でよろしいか。 

   事務局  今回，中長期ビジョン全体を見直しをさせていただこうと思っているが，

投資・財政計画いわゆる財政見通しなので，財政見通し上は現行料金で見

させていただきたいと思っている。ただ今回，１年間議論をさせていただ

くんですけど，その過程の中で当然財政見通しも見ていただく。その時に

我々が答申いただいた内容をふまえたシミュレーションを参考に見ていた

だいて，財政見通しには入れなくても，こういったシミュレーション結果

であるというところを見ていただくお時間をいただければと考えている。 
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   会 長  財政見通し等のシミュレーションは，見直ししたものを今回の審議会の

中でお示しをされるということか。 

   事務局  財政見通し上は，現行の水道料金・下水道使用料で見込むわけだが，第

２次審議会で答申をいただいた４つの視点があったと思うが，それをふま

えて，仮に料金改定した場合のシミュレーションというものは，財政見通

しと切り離して見ていただければと思っている。 

   会 長  切り離した形で，参考にということで。ほかに全体を通して何か。 

   委 員  今回，前回の答申，料金改定を見送られたことについては，コロナの状

況にあってよくわかりますが，前回の答申はどういう扱いをされるのかそ

こを知りたい。前回第２次でここまで議論したものをどういう風に扱われ

るのかを説明していただきたい。 

   事務局  答申の内容については，４つの視点でご議論いただいて，しっかり受け

止めているところである。実際内部では，それを踏まえたシミュレーショ

ンは財政見通しと連動して作っていく必要があると思っているし，作成後，

まずは，皆様方にシミュレーション結果をみていただきたい。ただ，施行

にあたっては，社会状況とか市全体の状況，それから水道，下水道の経営

状況もある。答申をふまえるのは当然ですけど，施行するかどうかという

ところは、今後，しっかりと上下水道局内において議論し，検討していく

必要があると思う。 

   会 長  今日いろいろ議論したものは，後期の経営戦略見直しのベースとして，

それからこのあと計画の中に取り込んでいくという視点，ご意見いただい

たものを次の審議会までに少し反映していただいて，新たな後期実施計画

も５つの視点も含めて資料を作成していただいて，それをベースに第２回

にまたご議論いただくということでよろしかったですかね。今日いただい

た意見を見直しの中に取り込んでいただければと思う。 

  特にないようであれば今日の審議は終了する。 

 

以上で今回の審議会の議事が終了した。 

 

     第２回審議会は，６月下旬から７月上旬に開催することを確認し，第３次福山

市上下水道事業経営審議会（第１回）を閉会した。 

                                

（11 時 45 分閉会） 


